
証券コード9930
2026年６月10日

（電子提供措置の開始日2026年６月３日)

株 主 各 位
東京都渋谷区代官山町６番６号

北沢産業株式会社
代表取締役社長 北 川 正 樹

第79期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第79期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/kabunushisoukai.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」または「当社証券
コード」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」
にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は書面又は電磁的方法(インターネット)により議決権の行使を
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、後記の「議
決権行使についてのご案内」に従って、2026年６月25日（木曜日）営業時間終了時、午後５時30
分までに行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号
ＡＰ渋谷道玄坂 渋東シネタワー11階

3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
会社提案＜第１号議案から第３号議案＞

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

株主提案＜第４号議案から第５号議案＞
第４号議案 取締役１名選任の件
第５号議案 定款一部変更の件

以 上
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○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集通知」をご持参
くださいますようお願い申しあげます。
なお、代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面を議決権行使書用紙とと
もに会場受付にご提出ください。（代理人の資格は、定款の定めにより当会社の議決権
を有する他の株主様１名に限ります。）

○ 総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください
ますようお願い申しあげます。

○ 法令及び当社定款第16条に基づき書面交付請求をされた株主様に対しても、電子提供
措置事項から次に掲げる事項を除いた書面をご送付しております。
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」
従いまして、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査を
した書類の一部であります。

○ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を
掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の場合

2026年6月26日（金曜日）午前10時開催日時

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくと

ともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

株主総会にご出席でない場合

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」を
ご利用ください。

2026年6月25日（木曜日）

午後5時30分到着分まで

2026年6月25日（木曜日）

午後5時30分入力分まで

行使期限

行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、行

使期限までに到着するようご送付ください。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、会社提

案については賛成、株主提案については反対の意思表示をされたも

のとして取り扱わせていただきます。

次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、

画面の案内に従って、行使期限までに賛否をご入力ください。

▼  書面による議決権行使

▼  インターネットによる議決権行使

複数回にわたり議決権行使をされた場合の取り扱い

※ �書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有
効な議決権行使といたします。

※ �インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行
使といたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

2026年6月25日（木曜日）午後5時30分入力分まで議決権行使期限

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイト

をご利用いただくことによってのみ可能です。

パソコンによる議決権行使

議決権行使ウェブサイト  https://www.web54.net

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトロ

グインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワー

ド」が入力不要でアクセスできます。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

スマートフォンによる議決権行使「スマート行使」

（受付時間　9:00～21:00　土曜・日曜・祝日を含む）

三井住友信託銀行株式会社　ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031

本サイトでのパソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先について

※ �QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

見本

見本
見本

上記議決権行使ウェブサイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」、
「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項

※ �議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は

株主様のご負担となります。

※ �スマート行使による議決権行使は一回のみ可能です。一度議決権行使をした後で行使内容を変更さ

れる場合、パソコン向けサイトで「議決権行使コード」「パスワード」を入力してログインしてく

ださい。（QRコードを再度読み取っていただくとパソコン向けサイトへアクセスできます。）
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第４号～第５号議案

こちらに議案の賛否をご記入ください。

取締役会としては
第４号議案から第５号議案に反対しております。

第４号議案から第５号議案は
提案株主様(１名)からのご提案です。

第１号～第３号議案

第１号議案から第３号議案は当社取締役会から
ご提案させていただく議案です。

詳細は後記の「株主総会参考書類」をご参照ください。

＜会社提案＞に賛成し、＜株主提案＞に反対する場合

※当社取締役会は、こちらの立場となります。

＜会社提案＞に反対し、＜株主提案＞に賛成する場合

第１号
議　案

第２号
議　案

下の候補

者を除く

第３号
議　案

第４号
議　案

第５号
議　案

会 社 提 案 株 主 提 案

第１号
議　案

第２号
議　案

下の候補

者を除く

第３号
議　案

第４号
議　案

第５号
議　案

会 社 提 案 株 主 提 案

賛 賛

否 否

賛

否

賛

否

賛

否

賛 賛

否 否

賛

否

賛

否

賛

否

議決権行使書のご記入にあたってのご案内

本定時株主総会におきましては、株主様１名より、株主提案権の行使（以下「株主提案」とい

います。）に関する書面を受領いたしております。

当社取締役会としては、株主提案に対し、反対しております。

当社取締役会の意見にご賛成の場合は、株主提案に対する賛否のご記入欄の「否」の欄に〇印

をご表示願います。

なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については「賛」、株主提案につ

いては「否」の表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

代表的な賛否のご記入例

議決権行使書への賛否の代表的なご記入例は以下のとおりであります。
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、インバウンド需要や名目賃金の上昇な
どにより、緩やかに回復することが期待されたものの、米国の関税引き上げ政策
や日中関係の悪化、イラン情勢の緊迫化等の地政学リスクの高まりなど、景気の
下振れリスクに対する警戒感から、先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループの主要取引先におきましても、物価高や実質賃金の減少による節約
志向、光熱費等の上昇や人手不足の影響などにより、引き続き厳しい経営環境が
続いております。

このような環境の中で、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高
１４０億３１百万円（前期比9.8％減）となりました。利益面では、営業利益２億
６６百万円（前期比68.4％減）、経常利益３億６７百万円（前期比59.6％減）、親
会社株主に帰属する当期純利益２億２０百万円（前期比66.0％減）となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
(業務用厨房関連事業)
業務用厨房関連事業につきましては、売上高は１３６億９７百万円（前期比

10.0％減）、営業利益は１１億１７百万円（前期比21.9％減）となりました。
(不動産賃貸事業)
不動産賃貸事業につきましては、売上高は３億４１百万円（前期比3.1％減）、

営業利益は１億８９百万円（前期比1.5％増）となりました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資にかかる設備投資額は、１億５２
百万円であり、主に建物、車輌運搬具の投資額であります。

(3) 資金調達の状況
該当事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

(5) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
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(6) 財産および損益の状況
(企業集団の営業成績および財産の状況の推移）

区分
第76期

(2023年３月期)
第77期

(2024年３月期)
第78期

(2025年３月期)
第79期

(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 高 (千円) 16,222,015 16,471,938 15,561,539 14,031,258

経 常 利 益 (千円) 764,246 1,070,862 908,397 367,933

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円) 455,479 665,199 648,479 220,354

１株当たり当期純利益 (円) 24.50 35.78 34.88 11.85

総 資 産 (千円) 17,245,852 18,831,520 18,087,768 16,985,296

純 資 産 (千円) 9,360,370 10,335,642 10,783,335 11,355,566

１株当たり純資産 (円) 503.52 555.98 580.06 610.85

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

(7) 対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、物価上昇による実質賃金の低下などの影響から、

依然として先行き不透明な状況が続くものと見込まれます。
そのような状況において、当社グループはこうした経営環境を踏まえ、以下の

事項を重点課題として取り組んでまいります。
第一に、既存事業における収益性の向上と事業基盤の強化であります。顧客ニ

ーズに即した提案営業の推進およびアフターサービス体制の一層の充実を図り、
継続的かつ安定的な取引関係の構築に努めてまいります。

第二に、新たな需要分野への取り組み強化であります。食品加工場やスーパー
マーケット等を中心とした中食分野への営業活動を積極的に展開し、事業ポート
フォリオの多様化と成長分野の開拓を進めてまいります。

第三に、人材の確保および育成であります。当連結会計年度においては、定年
退職等の影響により従業員数が減少しておりますが、将来を担う人材の採用およ
び教育体制の充実、ならびに技術・ノウハウの円滑な承継を重要な経営課題と位
置付け、持続的な成長を支える人材戦略を推進してまいります。

第四に、持続可能な社会の実現に向けた取り組みであります。省エネルギー
型・省資源型製品の開発および販売を通じて環境負荷の低減に取り組むとともに、
多様な人材が安心して働き続けられる職場環境の整備を進め、企業価値の向上に
努めてまいります。

次期の連結業績につきましては、売上高１５５億５０百万円、営業利益４億７
０百万円、経常利益５億５０百万円、親会社株主に帰属する当期純利益３億１０
百万円を見込んでおります。

当社グループといたしましては、単品販売の強化を図り、競争力の高い商品の
重点的な拡販を進めるとともに、24時間365日対応のサービス体制をさらに充実さ
せてまいります。加えて、リスク管理およびコンプライアンスの一層の強化を図
り、安定した事業運営と持続的な成長の実現に努めてまいる所存であります。
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(8) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

エ ー ス 工 業 株 式 会 社 70百万円 100.0％ 食品加工機械・厨房機器の製造

サ ン ベ イ ク 株 式 会 社 42百万円 100.0％ 製菓・製パン機械器具の製造

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(9) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当企業集団は、業務用厨房機器・家具の販売を主に、これらに附帯する業務用

厨房機器の修理・保守サービスおよび業務用機械器具、製菓・製パン機械器具の
製造を行っているほか、家庭用キッチンの販売および不動産の賃貸業務を営んで
おります。

(10) 本社および主な事業所（2026年３月31日現在）
① 当社

本 社：東京都渋谷区代官山町６番６号

：日高流通センター（埼玉県日高市）

支 店：札幌・仙台・宇都宮・水戸・大宮・東京・立川・千葉・横浜・名古
屋・松本・大阪・広島・松山・福岡

営業所：旭川・函館・帯広・青森・弘前・八戸・盛岡・秋田・山形・郡山・
いわき・新潟・前橋・甲府・柏・三島・浜松・富山・金沢・福井・
京都・神戸・岡山・山口・高松・高知・北九州・熊本・鹿児島・沖
縄

出張所：釧路・水沢・長野・和歌山・松江・大分

② 子会社

エ ー ス 工 業 株 式 会 社 本 社 埼玉県狭山市根岸689番１号

サ ン ベ イ ク 株 式 会 社 本 社 福岡県久留米市荒木町白口1981番１号

(11) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 令 平 均 勤 続 年 数

382名 18名減 45才１ヶ月 14年10ヶ月

(注) 1. 従業員数は全連結会社の就労人員の合計であります。
2. 従業員数には契約社員および臨時従業員（派遣社員、パートタイマーおよびアルバイト）

は含んでおりません。
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(12) 主要な借入先（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高（千円)

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,020,000

株 式 会 社 横 浜 銀 行 680,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000

(13) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 72,000,000株

(2) 発行済株式の総数 23,818,257株

(3) 株 主 数 3,862名

(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

北 沢 持 株 会 1,558 8.38

株 式 会 社 テ ン ポ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス 1,447 7.79

Ｕ Ｈ Ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ ｒ ｓ ２ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 1,396 7.51

Ｕ Ｈ Ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ ｒ ｓ ３ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 1,141 6.14

ガ リ レ イ 株 式 会 社 1,077 5.80

株 式 会 社 北 陸 銀 行 921 4.95

光 通 信 Ｋ Ｋ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 918 4.94

北 沢 産 業 従 業 員 持 株 会 787 4.24

株 式 会 社 イ ン テ リ ッ ク ス 370 1.99

フ ィ リ ッ プ 証 券 株 式 会 社 351 1.89

（注）当社は、自己株式5,228,375株を保有しておりますが、上記大株主より除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 北 川 正 樹

常 務 取 締 役 石 塚 洋 管理本部長

取 締 役 小 山 栄 樹
自動機器担当
エース工業株式会社 代表取締役社長

取 締 役 神 田 浩 徳
営業戦略本部長 兼キッチンコンサルタント室長 兼近
畿・中国・四国ブロック担当

取 締 役 甲 田 欣 豊 本社営業本部長兼メンテナンス部長

取 締 役 長谷川 英 樹 管理本部総務部長

取 締 役 青 木 茂 男
公認会計士、公益財団法人金子国際文化交流財団 理事長、茨城

キリスト教大学 名誉教授、千葉商科大学大学院会計ファイナン

ス研究科客員教授

取 締 役 山 田 正 人

取 締 役
髙 木 いづみ
(戸籍上の氏名：
神門いづみ)

堀総合法律事務所 パートナー弁護士
株式会社スピークバディ社外監査役
株式会社プレステージ・インターナショナル社外取締役
株式会社ベネフィット・ワン社外監査役

常 勤 監 査 役 塩 﨑 康 男

監 査 役 井 上 晴 孝 弁護士 井上・桜井法律事務所

監 査 役 納 谷 全一郎 弁護士 あきつ総合法律事務所

(注) 1. 取締役のうち青木茂男氏、山田正人氏、髙木いづみ氏の３名は会社法第２条第15号に定め
る社外取締役であります。
監査役のうち井上晴孝氏、納谷全一郎氏の２名は会社法第２条第16号に定める社外監査役
であります。
なお、取締役青木茂男氏、取締役山田正人氏、取締役髙木いづみ氏、監査役井上晴孝氏、
監査役納谷全一郎氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

2. 監査役塩﨑康男氏は長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務および会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役青木茂男氏、取締役山田正人氏、取締役髙木いづみ氏、監査役塩

﨑康男氏、監査役井上晴孝氏および監査役納谷全一郎氏の６名との間で、会社法
第427条第１項の定めに基づき、同法第423条第１項に定める責任を限定する契約
を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責
任限度額としております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬の決定方針は、2021年2月12日開催の取締役会にて「取締役の個人
別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議し、株主総会の決議によ
る取締役の報酬総額の限度内において、その配分を取締役会で協議し、会社への
貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案
し決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額については、1993年６月29日開催の第46期定時株主総会にお

いて月額20,000千円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人部分を除く）、監査役
の報酬総額については1990年６月28日開催の第43期定時株主総会において月額
3,000千円以内と決議され定めております。また、当該決議時点の取締役の員数は
15名、監査役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬額は、取締役の報酬の決定方針に基づき、取締役会の一任を受け

た代表取締役社長北川正樹が、社外取締役及び社外監査役と協議し個人別の報酬
等の内容を決定しております。なお、代表取締役に委任する権限の内容に関して
は、株主総会及び取締役会決議による内容の範囲内としております。

これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、会社への貢献、職務の内
容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案でき、適任と判
断したためです。

取締役会は取締役の個人別の報酬等の決定内容は当該権限が適切に行使される
よう社外取締役、社外監査役と協議の上決定していることから決定方針に沿うも
のであると判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）

固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役 77,250 69,660 7,590
－

9

(うち社外取締役） (9,540) (9,540) (－) (3)

監査役 15,540 15,540
－ －

3

(うち社外監査役） (6,360) (6,360) (2)

(注) 1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 2014年６月27日開催の第67期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、取締
役および監査役に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は対象と
なる取締役および監査役の退任時とすることを決議いただいております。

3. 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標に関しては、当社にとって連結
経常利益が重要と認識していることから直近４事業年度の連結経常利益の平均額を用い、規
程の範囲内において各役員の報酬と責務に相応しい水準となるよう、担当部門の業績貢献度
等を総合的に勘案した上で決定しております。
当事業年度を含む直近４事業年度の連結経常利益に関しては1.(6) 財産および損益の状況

の推移に記載のとおりであり、第75期の連結経常利益は423,957千円となっております。
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(4) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役である青木茂男氏、髙木いづみ氏、社外監査役である井上晴孝氏、
納谷全一郎氏の兼職先である他の法人等は当社と関係がありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取 締 役 青 木 茂 男

2025年度の取締役会14回のうち14回に出席し、大学教授、財団
法人の理事長および監事としての豊富な経験と公認会計士など
の財務及び会計に関する幅広い知識を活かした、経営の意思決
定などへの妥当性・適正性を確保するための発言を経営全般の
観点から適宜行っております。

取 締 役 山 田 正 人

2025年度の取締役会14回のうち14回に出席し、金融機関に勤め
られた経験や上場会社の取締役を務められた経営経験を活かし
た、経営の意思決定などへの妥当性・適正性を確保するための
発言を経営全般の観点から適宜行っております。

取 締 役 髙 木 いづみ

2025年度の取締役会14回のうち14回に出席し、弁護士や公認不
正検査士、金融内部監査士の知識や他社での社外役員の経験を
活かした、経営の意思決定などへの妥当性・適正性を確保する
ための発言を経営全般の観点から適宜行っております。

監 査 役 井 上 晴 孝
2025年度の取締役会14回のうち13回に出席し、また、2025年度
の監査役会14回のうち13回に出席し、弁護士の立場から適宜発
言しております。

監 査 役 納 谷 全一郎
2025年度の取締役会14回のうち14回に出席し、また、2025年度
の監査役会14回のうち14回に出席し、弁護士の立場から適宜発
言しております。

(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等

賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め全額会社が負担し
ており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は被保険者で
ある取締役および監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および争訟費用について
填補されます。ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするた
め、法令違反を認識しながら行った行為、犯罪行為等によって生じた損害は補填さ
れない等の一定の免責事由があります。
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4. 会計監査人に関する事項

(1) 名 称 永和監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬の額 27,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の
利益の合計額 27,000千円

(注) 1. 当社監査役会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について会計監査人から監査計画
（監査方針、監査体制、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容および報
酬見積額について前期実績と比較、経理部等関係各部門からの情報、評価等を踏まえ検討
した結果として報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金
額は合計額で記載しております。

(3) 非監査業務の内容
該当はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、当該会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反、抵

触した場合および公序良俗に反する行為があったとした場合、その事実に基づき
当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判
断した場合、監査役会規程に則り「会計監査人の解任または不再任」に関する株
主総会に付議するための議案の内容を決定いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人 永和監査法人は、会社法第427条第１項の定めに基づき責任

限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任は、法令の定める額に
限定しております。

5. 会社の体制および方針「内部統制システムの構築に関する基本方針」
会社の体制および方針「内部統制システムの構築に関する基本方針」についての概

要は以下のとおりです。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制

① 業務運営の基本方針
当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とする。
（経営理念）
我が社は、食品加工機器・厨房機器の総合販売会社として、新しい見識と技
術をお客様に提供し、共存共栄の理想を実現し、会社の安定と社員の幸福を
増進し、社会の繁栄に貢献することを経営の理念とする。

② 役員・使用人が、法令・定款違反行為を行いまたは行われようとしているこ
とに気付いたときは、速やかに代表取締役を含めた担当役員、または上司に
通報（匿名も可）しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、
通報者に対して不利益な扱いを行わない。

③ 内部監査部門である監査室が、各部署における業務執行が法令・定款に適合
しているか否かの監査を実施する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 株主総会議事録、取締役会議事録、販売戦略会議の議事録は、法令および取
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締役会規程等に従い作成し、適切に保存・管理するものとし、取締役および
監査役は、当該規程に従い、常時閲覧できるものとする。

② 稟議書、契約書、会計帳簿、その他、行政機関ならびに証券取引所に提出し
た書類、経営および業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達など
は、法令および取締役会規程、文書取扱規程により適切に作成、保存・管理
し、取締役および監査役は、当該規程に従い、閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の発生を回避するため、業務執行にあたっては、取締役会規程、稟議規

程および職務権限規程に定める決裁手続きにより、承認決裁を得た上で、こ
れを行うものとする。

② 損失の発生を回避するため、業務執行にあたっては、販売管理規程に定める
与信管理・リスク管理を実施し関係部署とも協議の上、これを行うものとす
る。

③ 監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある
業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容および損失の程
度等について直ちに担当役員および担当部署に通報される体制を構築する。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 定例の取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業

務執行状況の監督等を行う。
② 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させる為、取締役および関係者

が出席する販売戦略会議を毎月１回以上開催し、業務執行に関する基本事項
および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

③ 販売、管理他提案等に関する情報交換および取締役会への上申事項を判断・
協議する為、毎月１回以上取締役を含む部長会を開催する。尚、部長会の協
議事項としては、次長会および課長会より部長会に上申された検討事項を含
む。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告するものとし、子

会社において経営上重要な事項を決定する場合は、関係会社管理規程に基づ
き、合議のうえ関係書類の提出を求め、検討・協議を行う。

② 子会社の事業運営やリスク管理体制などについては、担当役員が総合的に助
言・指導を行う。

③ 監査室は、当社および子会社のリスク情報の有無を監査する。
④ 当社および子会社に損失の危険が発生し、監査室がこれを把握した場合には、

直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社と子会
社に対する影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告される体
制を構築する。

⑤ 当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、
監査室は、子会社の各部署と十分な情報交換を行う。

⑥ 関係会社管理規程に基づき、関係会社に関する業務の円滑化および管理の適
正化を図り、円滑なグループ活動と技術、生産、営業、販売等の諸問題につ
き協調を促進するため、必要のある場合には関係会社会議を開催し、意思の
疎通を図る。

⑦ 公益通報者保護規程において、子会社の取締役等の行為も通報対象となるこ
とや子会社も通報制度を利用できる通報者等に含まれている旨が規定されて
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おり、これを周知することにより、グループにおける法令順守・コンプライ
アンス経営を強化する。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査室は、必要に応じて監査役の職務を補助する。
② 前項の具体的な内容については監査役の意見を聴取し、担当取締役その他の

関係各方面の意見も十分に考慮し必要に応じて監査役の職務を補助すべき使
用人を選定する。

③ 前項に基づいて選定された使用人は、監査役から受けた指示に関して、取締
役、監査室長等の指揮命令を受けない。

④ 監査役の職務を補助すべき使用人には、監査役の指示による調査の権限を認
め、その者の人事に関する事項の決定には監査役会の同意を得る。

(7) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、そ
の他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不当な取扱い
を受けないことを確保するための体制

① 当社および子会社の取締役および使用人は会社に対し、著しい損害をおよぼ
す恐れのある事実を発見した時は法令に従い直ちに監査役に報告する。

② 当社および子会社の取締役および使用人は、各監査役の要請に応じて必要な
報告および情報提供を行うこととする。

③ 監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握
するため、主要な会議に出席するとともに稟議書その他業務執行に関する重
要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める業
務が適正に執行されていることを監査する。

④ 公益通報者保護規程に基づき、総務部は内部通報窓口への通報の状況を監査
役に報告する。

⑤ 当社は、公益通報者保護規程に、通報者等が通報等をしたことおよび監査役
に報告した者が同報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも
被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者等の職場環境の
保全に努める旨を規定している。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役の職務を補助する部署の設置に関する件、取締役および使用人が監査

役に報告をするための体制を含め、当社の監査体制と内部統制システムとの
調整を図り、監査体制の実効性を高める。

② 取締役および使用人は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊
重しなければならない。

③ 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うことを目的とし、必
要に応じて法律・会計の専門家その他の外部アドバイザーを会社の費用で活
用することができる。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
① 健全な会社経営のため、反社会的勢力との関係を遮断する。
② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては警察等の外部

専門機関との連携体制を構築し、毅然とした態度を貫く。
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6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた「内部統制システムの構築に関する基本方針」を整備して

おります。運用状況は以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、重要事項の決定なら

びに業務執行状況の監督等が適正に行われ、当社と利害関係を有しない社外
取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は14回、販売戦略会議
は12回、部長会は12回開催いたしました。

② 監査役は、監査役会の監査方針に則り監査役会において定めた監査計画に基
づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長および他の取締役との間での
意見交換、会計監査人との意見交換および監査室との意見交換により、情報
共有等の連携を図っております。

③ 内部監査部門である監査室は、内部監査基本計画に基づき、各部署および子
会社における業務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施いた
しました。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

1. 会社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の

賛同を得ずに行われる、いわゆる「同意なき買収」であっても、企業価値・株主共
同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。特定
の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株
式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

しかしながら、大規模な株式の買付けの中には、その目的等から見て企業価値・
株主共同の利益を著しく毀損するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ
のあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模な株式の買付けの内容について検
討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提
供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため
に買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資
さないものも少なくありません。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営理念、
企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に
理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなけ
ればならないと考えております。従いまして、企業価値・株主共同の利益を毀損す
るおそれのある大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者
として不適切であると考えており、これをもって会社の財務および事業の方針の決
定を支配する者の在り方に関する基本方針としております。

2. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少等の構造的変化の進展、ライ

フスタイルの変化による食生活の一層の多様化、また、先行きが不透明な経済環境
などめまぐるしいものがあります。このような経営環境下において、当社では企業
価値向上の取り組みとして、外食産業を中心とする業界動向に関する情報収集の強
化を図ることにより常に変化していく顧客のニーズに的確に対応し、24時間365日サ
ービス体制といったアフターサービスの更なる向上に取り組むことで、取引先から
の信頼を更に強固なものにしていく所存でおります。当社グループは業務用厨房機
器発展の一翼を担う企業としての自負を基本に、高付加価値商品の販売・自社商品
の販売促進等商品差別化の推進を行ってまいります。また、自社商品を使用して頂
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くことによる効率的で安全性の高い作業環境の提案およびお客様のニーズを最優先
に考えた提案セールス・戦略的営業の推進を図り、市場ニーズの多様化にも柔軟に
対応できる積極的な事業展開を行っていく所存であります。今後の課題としては、
更なる単品販売の強化を図っていくなかで、当社独自の魅力があり、競争力のある
商品を重点的に拡販するとともに、ホテル・病院・福祉施設・加工場等の大型施設
への積極的な営業活動、24時間365日サービス体制の一層の充実を目指してまいりま
す。また、行動計画をもとに既存顧客の掘り起こし・独自の顧客リストを用いた戦
略的な営業活動を行い、自社主力商品の単品販売も軸にお客様が求めているニーズ
に合った営業基盤を強化しております。さらに、当社では「物を売るのは人である」
の観点に立ち、人材教育についても積極的に行っております。オンライン会議や動
画にて商品研修の実施や埼玉県日高市に所有する150名収容の会議室、40名収容の宿
泊設備、150平方メートルのテストキッチン等を備えた研修施設において、社員研修
を行っております。研修施設においては、社員研修だけでなくお客様への商品デモ
や当社のＰＲの場としてフルに活用し、受注に結びつくなどの効果も得ております。
不動産賃貸事業においては、優良な入居者を確保することにより、安定的な収益の
確保に努めてまいります。当社はこれらの施策により、安定した業績の確保と健全
な財務体質を構築し、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益の確保・向上
に取り組んでまいります。

3. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および
事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

当社は、企業価値・株主共同の利益の保護および株主の皆様に大規模な買付けに
応じるか否かを適切に判断して頂く時間を確保することを目的として、大規模な買
付けに関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、特定株主
グループの議決権割合を20％以上とする当社株式等の買付行為、又は結果として特
定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（いずれにつ
いても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、以下、当該買付行為を「大
規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）
がなされる場合を適用対象とします。当社取締役会が設定する大規模買付ルールに
おいては、①大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提
供し、②それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行
うための期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというもので、その概要
は以下のとおりです。
(1) 意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、大規模買
付ルールに従う旨の誓約および意向表明書をご提出いただきます。
(2) 大規模買付者からの情報の提供

当社取締役会は、上記(1)の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者か
ら当社取締役会に対して当初提供いただくべき、株主の皆様の判断および取締役
会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま
す。）のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供していただいた情報を
精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大
規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。
(3) 取締役会による評価期間

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取
締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金 (円貨）のみ
とする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間 (その他の大規模
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買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立
案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とします。従って、大
規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 当
社取締役会は、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの
勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公
表します。
(4) 独立委員会の設置

本プランにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大
規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・
株主共同の利益を著しく損なうか否かおよび対抗措置をとるか否か等の検討およ
び判断については、その客観性、公正さおよび合理性を担保するため、当社は、
当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置しております。当社取締
役会は上記の判断を行うにあたりかかる独立委員会に必ず諮問することとし、独
立委員会は諮問を受けた事項について当社取締役会に対して勧告することとしま
す。
(5) 大規模買付行為がなされた場合の対応
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮
に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対
意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留
め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買
付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および
当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断
いただくことになります。

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付
行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利
益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は企業価
値および株主共同の利益の確保・向上を目的として、例外的に新株予約権の無
償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を取ること
があります。
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法
の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守
ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および
当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かおよび対抗措置の発動の適
否は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、外部専門家等の意見も参考にして当
社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その
時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

4. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の
利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

(1) 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省が2023年８月31日に発表した「企業買収における行動

指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の原則、②株主意思の原則、
③透明性の原則）、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」における買収
防衛策の導入に係る遵守事項（①開示の十分性、②透明性、③流通市場への影響、
④株主の権利の尊重）を完全に充足しています。
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(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること
本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべ

きか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示する
ために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこ
と等を可能にするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上
させるという目的をもったものです。
(3) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大
規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす
買付である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買付である場
合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措
置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防
止するために独立委員会の勧告を経るなどの仕組みを確保しているものといえま
す。
(4) 当社取締役の任期は１年であること

当社は、2010年６月29日開催の定時株主総会において、当社取締役の任期を従
来の２年から１年に短縮いたしました。従って、本プランの有効期間中であって
も、毎年の当社取締役の選任を通じても、本プランについて、株主の皆様のご意
向を反映させることが可能となっております。
(5) 株主意思を重視するものであること

当社は、2025年６月27日開催の定時株主総会における、株主の皆様のご承認に
基づき、本プランを更新いたしました。

本プランは、有効期間を2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとするいわゆるサンセット条項が付されております。また、本プランの有効期
間の前であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた
場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プラ
ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ
とになり、その意味で、本プランの消長および内容は、当社株主の合理的意思に
依拠したものとなっております。
(6) デッドハンド型買収への対応方針やスローハンド型買収への対応方針ではな

いこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により

廃止することができるものであり、当社株式を大量に買付けた者が、当社株主総
会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃
止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収への対応方針
（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収への対
応方針）ではありません。また、当社は取締役の期差任期制を採用していないた
め、本プランは、スローハンド型買収への対応方針（取締役の構成員の交替を一
度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収への対
応方針）でもありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 7,242,884 流 動 負 債 4,450,244
現 金 及 び 預 金 3,057,739 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,017,775
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,867,431 電 子 記 録 債 務 522,445
電 子 記 録 債 権 132,335 短 期 借 入 金 2,100,000
商 品 1,651,634 未 払 法 人 税 等 116,170
製 品 7,641 賞 与 引 当 金 116,481
仕 掛 品 29,479 そ の 他 577,371
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 55,426 固 定 負 債 1,179,486
そ の 他 444,495 退 職 給 付 に 係 る 負 債 860,659
貸 倒 引 当 金 △3,300 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 26,508

固 定 資 産 9,742,412 長 期 未 払 金 6,400
有 形 固 定 資 産 5,431,696 繰 延 税 金 負 債 264,909
建 物 及 び 構 築 物 2,378,591 そ の 他 21,009
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 167,466 負 債 合 計 5,629,730
土 地 2,828,819 純 資 産 の 部

建 設 仮 勘 定 10,120 株 主 資 本 9,700,312
そ の 他 46,699 資 本 金 3,235,546

無 形 固 定 資 産 632,650 資 本 剰 余 金 2,965,130
ソ フ ト ウ エ ア 558,206 利 益 剰 余 金 4,442,160
そ の 他 74,444 自 己 株 式 △942,525

投資その他の資産 3,678,065 その他の包括利益累計額 1,655,254
投 資 有 価 証 券 3,513,385 その他有価証券評価差額金 1,655,302
破 産 更 生 債 権 等 122,511 退職給付に係る調整累計額 △48
長 期 貸 付 金 3,200
繰 延 税 金 資 産 4,817
そ の 他 149,682
貸 倒 引 当 金 △115,532 純 資 産 合 計 11,355,566

資 産 合 計 16,985,296 負 債 純 資 産 合 計 16,985,296
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,031,258
売 上 原 価 9,640,731

売 上 総 利 益 4,390,527
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,123,881

営 業 利 益 266,645
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,253
受 取 配 当 金 79,367
受 取 家 賃 6,927
保 険 解 約 返 戻 金 11,756
受 取 遅 延 損 害 金 13,337
そ の 他 16,583 134,225

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,115
為 替 差 損 5,821 32,937
経 常 利 益 367,933

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 30,601
投 資 有 価 証 券 売 却 益 155,734 186,335

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,706
固 定 資 産 売 却 損 7,292
減 損 損 失 13,894
会 員 権 評 価 損 2,500
環 境 対 策 費 62,000
本 社 移 転 費 用 12,100 100,493

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 453,776
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 217,858
法 人 税 等 調 整 額 15,564 233,422
当 期 純 利 益 220,354
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 220,354
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,235,546 2,965,130 4,407,705 △942,506 9,665,876

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △185,899 △185,899

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

220,354 220,354

自 己 株 式 の 取 得 △36 △36

自 己 株 式 の 処 分 17 17

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（純 額)

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

─ ─ 34,454 △19 34,435

当 期 末 残 高 3,235,546 2,965,130 4,442,160 △942,525 9,700,312

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,120,807 △3,348 1,117,459 10,783,335

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △185,899

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

220,354

自 己 株 式 の 取 得 △36

自 己 株 式 の 処 分 17

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額（純 額)

534,495 3,299 537,794 537,794

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

534,495 3,299 537,794 572,230

当 期 末 残 高 1,655,302 △48 1,655,254 11,355,566
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連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

① 連結子会社の数 ２社

② 連結子会社の名称 エース工業株式会社

サンベイク株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定

しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

商品

個別法による原価法

製品及び仕掛品

売価還元法による原価法

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 ４～６年

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産 定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

特許権 ８年

③ 長期前払費用 定額法
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、当社は一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

また、連結子会社は、一般債権については貸倒実績率または税法上の規

定に基づく法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内

規）に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（１年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌連結会計年度に費用処理するこ

ととしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い

た簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

業務用厨房関連事業は業務用厨房機器の商品及び製品の販売、据付工事

を行っており、顧客との間に締結した販売契約に基づき、引渡時点にお

いて顧客が当該財に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたものと

判断していることから、顧客の指定先に商品及び製品を引き渡した時点

又は据付工事の完了した時点で収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により、円貨に換算

し、為替差額は損益として処理しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）

1.繰延税金資産の回収の可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

448,959千円(繰延税金負債相殺前)

（2）当連結会計年度の連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニング等

により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

課税所得の見積りは事業計画に基づいております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当該課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を

合理的に見積り、金額を算定しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動

などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期及び金額が見積りと

異なった場合、当連結会計年度の連結計算書類に計上した繰延税金資産の取崩しが発生する

可能性があります。

2.減損損失

(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

13,894千円

(2) 当連結会計年度の連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

当社は、業務用厨房関連事業については会計管理上の区分を基礎として各事業所ごとに、不

動産賃貸事業用資産及び遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングを行っており

ます。

② 主要な仮定

将来キャッシュ・フローの見積りは、不動産鑑定評価又は当社の事業計画に基づいており、

事業計画には、顧客に対する売上見込み、売上総利益、販売費及び一般管理費見込み等を主

要な仮定として用いております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定の一つである主要顧客に対する売上見込みについては、同業他社との競争状況を

踏まえた不確実性を伴うものであり、対象となる資産グループの収益性が低下し、減損の兆

候があると判断した場合で、かつ、当該資産グループから得られる割引将来キャッシュ・フ

ローの総額がその帳簿価額を下回った場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に与える影

響があります。
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（連結貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,175,137千円

2. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 3,300,000千円

借入実行残高 2,100,000千円

差引額 1,200,000千円

（連結損益計算書に関する注記）

1．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用途 区分 場所 種類 減損損失計上額

事業用資産 サンベイク株式会社 福岡県久留米市
建物及び構築物 1,518千円

機械装置及び運搬具他 12,375千円

当社グループは、業務用厨房関連事業については管理会計上の区分を基礎として各事業所ごとに、

不動産賃貸用資産及び遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、連結子会社であるサンベイク株式会社の事業用資産については、売上

高の減少によって収益性が低下したことにより回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、事業用資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、その評価額は、売却見込

額から処分費用見込額を控除して算定し、売却が困難な資産は零として評価しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 連結会計年度末日における発行済株式の数

普通株式 23,818,257株
2. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年６月 27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 185,899千円 10円 2025年３月 31日 2025年６月 30日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年６月 26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 185,898千円 10円 2026年３月31日 2026年６月29日

（金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループでは、資金運用については短期的な預金を基本とし、一時的な余資が生じた場合は

安全性の高い金融資産で運用しております。また、運転資金は銀行借入にて調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残

高の管理を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は満期保有目的の債券及び株式であり、

上場株式については四半期ごとに時価の把握をしております。デリバティブについては、為替変動

リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、投機目的のデリバティブ取引は行っており

ません。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 3,513,385 3,513,385 －

長期貸付金 3,200 3,124 △75

資産計 3,516,585 3,516,509 △75

長期未払金 6,400 6,318 △81

負債計 6,400 6,318 △81

（注）現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期
借入金、未払法人税等、これらは、現預金であること、又は主に短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 3,513,385 － － 3,513,385

資産計 3,513,385 － － 3,513,385
（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 3,124 － 3,124

資産計 － 3,124 － 3,124

長期未払金 － 6,318 － 6,318

負債計 － 6,318 － 6,318

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明並びに有価証券に関する事項
有価証券及び投資有価証券
活発な市場における相場価格を使用できるものは、レベル1の時価に分類しております。

長期貸付金
長期貸付金の時価について、将来キャッシュ・フローを銀行等で追加的に借り入れた場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定していることから、レベル2の時価に分類してお
ります。
長期未払金

長期未払金の時価について、将来キャッシュ・フローを銀行等で追加的に借り入れた場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定していることから、レベル2の時価に分類してお
ります。
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（賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビル

や賃貸マンション(土地含む。)を所有しております。2026年3月期における当該賃貸等不動産に

関する賃貸利益は189,326千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価

2,232,376 4,765,909

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金
額であります。

2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額 (指標
等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

（収益認識関係)

１．収益の分解

当社グループは業務用厨房関連事業及び不動産賃貸事業を営んでおり、各事業の売上高は業務用

厨房関連事業が13,697,622千円及び不動産賃貸事業が333,635千円であります。このうち、顧客

との契約から認識した収益は、業務用厨房関連事業の売上であります。

２. 収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)の４．会計方針に

関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりとなっております。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,911,115

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,999,767

契約負債（期首残高） 279,437

契約負債（期末残高） 233,741

契約負債は、主に業務用厨房機器の商品及び製品の据付工事に係る前受け金に関するものであり
ます。契約負債は、収益の認識に伴い取崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
260,056千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に係

る開示を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない
重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記)

1. １株当たり純資産額 610円85銭

2. １株当たり当期純利益 11円85銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 6,888,556 流 動 負 債 4,421,516

現 金 及 び 預 金 2,841,722 電 子 記 録 債 務 530,514

受 取 手 形 41,544 買 掛 金 1,013,786

売 掛 金 1,825,825 短 期 借 入 金 2,100,000

電 子 記 録 債 権 132,335 未 払 金 181,635

商 品 1,619,209 未 払 費 用 18,468

短 期 貸 付 金 1,200 未 払 法 人 税 等 116,085

前 払 金 215,140 未 払 消 費 税 等 78,422

前 払 費 用 67,655 前 受 金 233,494

そ の 他 147,220 預 り 金 45,336

貸 倒 引 当 金 △3,300 前 受 収 益 672

固 定 資 産 9,846,910 賞 与 引 当 金 103,100

有 形 固 定 資 産 5,279,559 固 定 負 債 1,118,078

建 物 2,330,533 退 職 給 付 引 当 金 814,244

構 築 物 40,173 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14,100

機 械 装 置 5,382 長 期 預 り 保 証 金 23,134

車 両 運 搬 具 38,109 長 期 未 払 金 6,400

工 具 器 具 備 品 26,420 長 期 前 受 収 益 275

土 地 2,828,819 繰 延 税 金 負 債 259,924

建 設 仮 勘 定 10,120 負 債 合 計 5,539,595

無 形 固 定 資 産 626,775 純 資 産 の 部

特 許 権 22,109 株 主 資 本 9,540,568

借 地 権 31,555 資 本 金 3,235,546

電 話 加 入 権 19,763 資 本 剰 余 金 2,965,130

ソ フ ト ウ エ ア 553,305 資 本 準 備 金 2,964,867

そ の 他 42 そ の 他 資 本 剰 余 金 263

投資その他の資産 3,940,574 利 益 剰 余 金 4,282,417

投 資 有 価 証 券 3,513,385 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,282,417

関 係 会 社 株 式 173,001 土 地 圧 縮 積 立 金 47,484

破 産 更 生 債 権 等 122,511 建 物 圧 縮 積 立 金 2,016

長 期 前 払 費 用 4,188 構 築 物 圧 縮 積 立 金 56

会 員 権 10,823 繰 越 利 益 剰 余 金 4,232,859

長 期 貸 付 金 3,200 自 己 株 式 △942,525

リ ー ス 投 資 資 産 132,899 評価・換算差額等 1,655,302

そ の 他 96,096 その他有価証券評価差額金 1,655,302

貸 倒 引 当 金 △115,532 純 資 産 合 計 11,195,871

資 産 合 計 16,735,466 負 債 純 資 産 合 計 16,735,466
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,048,200

売 上 原 価 9,655,217

売 上 総 利 益 4,392,983

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,074,421

営 業 利 益 318,559

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,035

受 取 配 当 金 79,367

受 取 家 賃 6,927

受 取 手 数 料 649

保 険 解 約 返 戻 金 11,756

受 取 遅 延 損 害 金 13,337

そ の 他 15,454 133,528

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,115

為 替 差 損 5,821 32,937

経 常 利 益 419,150

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 30,601

投 資 有 価 証 券 売 却 益 155,734 186,335

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,706

固 定 資 産 売 却 損 7,292

会 員 権 評 価 損 2,500

本 社 移 転 費 用 12,100

環 境 対 策 費 62,000 86,598

税 引 前 当 期 純 利 益 518,887

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 217,500

法 人 税 等 調 整 額 8,963 226,463

当 期 純 利 益 292,423
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金
合 計

当 期 首 残 高 3,235,546 2,964,867 263 2,965,130 4,175,892 4,175,892

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △185,899 △185,899

当 期 純 利 益 292,423 292,423

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

事業年度中の変動額合計 ─- ─- ─- ─- 106,524 106,524

当 期 末 残 高 3,235,546 2,964,867 263 2,965,130 4,282,417 4,282,417

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 △942,506 9,434,063 1,120,807 10,554,871

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △185,899 △185,899

当 期 純 利 益 292,423 292,423

自 己 株 式 の 取 得 △36 △36 △36

自 己 株 式 の 処 分 17 17 17

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

534,495 534,495

事業年度中の変動額合計 △19 106,505 534,495 98,497

当 期 末 残 高 △942,525 9,540,568 1,655,302 11,195,871
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(注) その他利益剰余金の内訳
(単位：千円)

固定資産圧縮積立金 繰越利益剰余金 合計

当 期 首 残 高 57,565 4,118,326 4,175,892

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △185,899 △185,899

当 期 純 利 益 292,423 292,423

固定資産圧縮積立金（取崩） △8,007 8,007 ─

事業年度中の変動額合計 △8,007 114,532 106,525

当 期 末 残 高 49,557 4,232,859 4,282,417
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株

式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法

(2)デリバティブ 時価法を採用しております。

(3)棚卸資産

商 品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によってお

ります。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～50年

車両運搬具 ４～６年

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産について

は、３年で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産 定額法

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

特許権 ８年

(3) 長期前払費用 定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の

負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの

期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(１年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌事業年度に費用処理すること

としております。

(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に

基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
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4. 収益及び費用の会計基準

業務用厨房関連事業は業務用厨房機器の商品及び製品の販売、据付工事を行っており、顧客と

の間に締結した販売契約に基づき、引渡時点において顧客が当該財に対する支配を獲得し、履行

義務が充足されたものと判断していることから、顧客の指定先に商品及び製品を引き渡した時点

又は据付工事の完了した時点で収益を認識しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

1.繰延税金資産の回収の可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

444,353千円(繰延税金負債相殺前)

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「重要な会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

2.減損損失

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

－千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「重要な会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,902,234千円

2. 関係会社に対する短期金銭債権 801千円

〃 短期金銭債務 56,085千円

〃 長期金銭債務 2,400千円

3. 当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 3,300,000千円

借入実行残高 2,100,000千円

差引額 1,200,000千円

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高

売上高 16,725千円

仕入高 845,368千円

2. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額 70,720千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 5,228,375株
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産
賞与引当金 32,497千円

未払事業税 11,159千円

貸倒引当金 40,229千円

退職給付引当金 256,650千円

役員退職慰労引当金 4,444千円

商品評価損 66,958千円

投資有価証券評価損 71,818千円

有形固定資産減損損失 151,790千円

会員権評価損 30,512千円

その他有価証券評価差額金 5,770千円

その他 31,463千円

繰延税金資産小計 703,294千円

評価性引当額 △258,940千円

繰延税金資産合計 444,353千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △23,132千円

その他有価証券評価差額金 △740,399千円

繰延税金負債合計 △763,532千円

繰延税金負債の純額 △319,178千円

(関連当事者取引に関する注記)

属性 会社名
議決権等の
所有割合

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社 エース工業㈱ 100％

売上高 14,315 売掛金 776

仕入高 668,315 未収金 25
営業取引以外の

取引高
2 買掛金 35,792

前受金 700

長期預り保証金 2,400

子会社 サンベイク㈱ 100％
売上高 2,410 買掛金 12,224

仕入高 177,052 電子記録債務 8,068

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（収益認識に関する注記)

収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 602円26銭

2. １株当たり当期純利益 15円73銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月18日
北 沢 産 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

永和監査法人
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 津 村 玲

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 清 水 巧

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北沢産業株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株

主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、北沢産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査

に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整

備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が

あるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書

類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算

書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連

結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場

合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す

る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、

並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適

切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の

監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード

を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月18日

北 沢 産 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

永和監査法人
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 津 村 玲

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 清 水 巧

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、北沢産業株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の

財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第79期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締

役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必

要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組

みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加

えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法

施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共

同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月18日

北 沢 産 業 株 式 会 社 監査役会

常勤監査役 塩 﨑 康 男 ㊞

社外監査役 井 上 晴 孝 ㊞

社外監査役 納 谷 全一郎 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項
会社提案 ＜第１号議案から第３号議案＞
第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項
当期の期末配当は、安定配当を基調としつつ、今後の事業展開、経営体質
の充実強化に努める一方で、株主の皆様への日頃のご支援にお応えすべく、
以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類 金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金10円 総額185,898,820円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年６月29日

第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１

再任

北
きた

川
がわ

正
まさ

樹
き

(1958年１月３日)

1981年４月 当社入社

56,877株

2005年４月 同 購買部長

2007年４月 同 九州ブロック長

2008年10月 同 購買部長兼海外部長

2011年６月 同 執行役員購買部長兼海外部長

2014年６月 同 取締役東日本営業本部長

2016年４月 同 取締役購買部長

2019年４月 同 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、購買部門、輸入商品を取り扱う海外部門、

販売部門の幅広い業務に従事し、ブロックを統括する役
職の経験も有しております。その経験に基づき、現在は
当社の代表取締役社長として、当社グループの経営を牽
引し、経営における重要事項の決定など企業価値向上を
図るために適切な役割を果たしており、今後においても
貢献が見込まれることから引き続き取締役候補者とした
ものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

２

再任

石
いし

塚
づか

洋
ひろし

(1954年３月１日)

1977年４月 ㈱北陸銀行 入行

63,893株

2005年７月 当社(出向受入)、管理本部経理部長

2006年６月 同 入社、取締役管理本部経理部長

2009年12月 同 取締役管理本部長

2022年６月 同 常務取締役管理本部長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
前職の銀行での豊富な経験を有し、入社以来、経理部

門他、管理部門の業務に従事しております。その経験に
基づき現在は当社の常務取締役として、当社グループの
経営を牽引し、経営における重要事項の決定など企業価
値向上を図るために適切な役割を果たしており、今後に
おいても貢献が見込まれることから引き続き取締役候補
者としたものであります。

３

再任

小
こ

山
やま

栄
えい

樹
き

(1957年１月２日)

1979年４月 当社入社

51,722株

1995年９月 同 札幌支店長

1996年７月 同 北海道ブロック長

2004年４月 同 執行役員 北海道ブロック長

2011年４月 同 執行役員 営業戦略本部長兼コーヒーマシ
ン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長

2011年６月 同 取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販
売促進部長兼キッチンコンサルタント室長

2013年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコン
サルタント室長

2019年４月 同 取締役購買部長

2019年６月 同 取締役購買部長兼海外部長

2021年４月 同 取締役自動機器担当(現任)

2021年４月 エース工業㈱ 代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況）
エース工業株式会社代表取締役社長
【取締役候補者とした理由】

入社以来、販売部門の業務に従事し、ブロックを統括
する役職の経験、営業を統括する部署およびキッチンコ
ンサルタントを行う部署、購買部門、海外部門と幅広く
業務に従事しておりました。その経験に基づき、現在は
当社の取締役として、当社グループの経営を牽引し、経
営における重要事項の決定など企業価値向上を図るため
に適切な役割を果たしており、今後においても貢献が見
込まれることから引き続き取締役候補者としたものであ
ります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

４

再任

神
かん

田
だ

浩
ひろ

徳
のり

(1960年４月11日)

1985年４月 当社入社

40,596株

2001年７月 同 営業本部第三営業部長

2007年10月 同 松本支店長

2010年４月 同 大阪支店長兼神戸出張所長

2014年６月 同 取締役西日本営業本部長

2016年４月 同 取締役東北・関東ブロック担当

2019年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコン
サルタント室長

2021年４月 同 取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサル
タント室長兼関東ブロック担当

2023年４月 同 取締役営業戦略本部長 兼キッチンコンサ
ルタント室長 兼近畿・中国・四国ブロック担
当(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、販売部門に従事し、本社での部長職、ブロ

ックを統括する役職等での幅広い営業活動の経験を有
し、営業を統括する部署およびキッチンコンサルタント
を行う部署の業務に従事しております。現在は当社の取
締役として、当社グループの経営を牽引し、経営におけ
る重要事項の決定など企業価値向上を図るために適切な
役割を果たしており、今後においても貢献が見込まれる
ことから引き続き取締役候補者としたものであります。

５

再任

甲
こう

田
だ

欣 豊
よし のり

(1963年８月20日)

1987年４月 当社入社

17,177株

2003年４月 同 水戸支店長

2007年10月 同 第三営業部長

2015年４月 同 第一営業部長

2019年１月 同 執行役員 第一営業部長兼第二営業部長

2020年４月 同 執行役員 本社営業統括部長

2021年８月 同 執行役員 本社営業統括部長兼自動機器
販促グループ部長

2022年６月 同 取締役本社営業本部長

2024年10月 同 取締役本社営業本部長兼メンテナンス

部長(現任)
（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、販売部門に従事し、支店・営業所での所属

長職や本社での部長職、本社営業部門の統括、新設され
たメンテナンス部門の部長職などの幅広い営業活動の経
験を有しており、その経験に基づき、現在は当社の取締
役として当社グループの経営を牽引し、経営における重
要事項の決定など企業価値向上を図るために適切な役割
を果たしており、今後においても貢献が見込まれること
から引き続き取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

６

再任

長 谷
は せ

川
がわ

英 樹
ひで き

(1969年２月11日)

1989年４月 当社入社

18,783株

2005年４月 同 管理本部総務部次長

2016年４月 同 管理本部総務部長

2022年６月 同 取締役管理本部総務部長(現任)

（重要な兼職の状況）
―

【取締役候補者とした理由】
入社以来、購買部門、システム部門、業務部門など総

務部含めた幅広い管理部門の知識や経験を有しているこ
とから総務部の部長に従事しております。その経験に基
づき、現在は当社の取締役として当社グループの経営を
牽引し、経営における重要事項の決定など企業価値向上
を図るために適切な役割を果たし、今後においても貢献
が見込まれることから引き続き取締役候補者としたもの
であります。

７

再任

山
やま

田
だ

正
まさ

人
と

(1956年３月25日)

1978年４月 ㈱北陸銀行入行

4,732株

2009年１月 同 経営管理部上席推進役(出向松井建設
㈱）

2009年７月 松井建設㈱執行役員営業本部営業部長

2010年２月 同 執行役員経営企画部長

2010年６月 同 取締役執行役員

2012年４月 同 取締役管理本部副本部長

2014年４月 同 取締役経営企画部・CSR推進室・情報シ
ステム部・法務室担当

2016年４月 同 取締役経営企画部・情報システム部担当

2018年４月 同 取締役常務執行役員経営本部長

2020年４月 同 取締役常務執行役員経営本部担当

2020年６月 当社取締役(現任)

2021年６月 ㈱東京富山会館 代表取締役社長
（重要な兼職の状況）
―

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】
金融機関に勤められた経験や上場会社の取締役におけ

る豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、経営の意思決
定への妥当性・適正性を確保するための助言など、取締
役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての適切な
役割を担っていただけることが期待されるため、引き続
き社外取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

８

再任

髙
たか

木
ぎ

い づ み
(戸籍上の氏名：

神門いづみ)

(1975年３月29日)

1999年４月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所

2,830株

2004年６月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所

2007年６月 ㈱プレステージ・インターナショナル社外監査役

2010年１月 堀総合法律事務所パートナーに就任(現任）

2017年２月 公認不正検査士（CFE）登録

2019年６月 個人情報保護監査人認定取得

2019年11月 金融内部監査士登録

2021年６月 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事

2022年３月 ㈱スピークバディ社外監査役(現任)

2023年６月 ㈱プレステージ・インターナショナル社外
取締役(現任)

2023年６月 当社取締役(現任)

2025年６月 ㈱ベネフィット・ワン社外監査役(現任)

（重要な兼職の状況）
堀総合法律事務所 パートナー弁護士
株式会社スピークバディ社外監査役
株式会社プレステージ・インターナショナル社外取締役
株式会社ベネフィット・ワン社外監査役
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

弁護士として法令についての専門的な知識および公認
不正検査士、金融内部監査士などコンプライアンスに対
する知識や取締役および監査役としての経験があり、経
営の意思決定への妥当性・適正性を確保するための助言
など、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け
ての適切な役割を担っていただけることが期待されるた
め、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

なお、同氏は過去に社外役員としての立場以外で経営
に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社
外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断
しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

９

新任

青
あお

淵
ぶち

正
まさ

幸
ゆき

(1966年12月26日)

1996年4月 信州短期大学経営学科助手

0株

1997年4月 信州短期大学経営学科専任講師
2003年9月 新潟国際情報大学情報文化学部助教授
2007年4月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究

科准教授
2012年5月 一般社団法人日本ホテル・レストランサー

ビス技能検定協会 監事
2015年9月 日本社宅サービス㈱（現サンネクスタグル

ープ㈱)社外取締役
2017年5月 公益財団法人金子国際文化交流財団 評議員(現在)
2021年4月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究

科教授(現任)
2021年4月 明治大学大学院経営学研究科 兼任講師（現任）
2021年8月 経営行動研究学会 常任理事(現任)
2025年4月 文京学院大学大学院経営学研究科 客員教授(現任)
2025年6月 危機管理システム研究学会 会長(現任)
（重要な兼職の状況）
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科教授
公益財団法人金子国際文化交流財団 評議員
明治大学大学院経営学研究科 兼任講師
文京学院大学大学院経営学研究科 客員教授
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

会計・財務分野を中心とした豊富な学術的知見に加
え、社外取締役等としての実務経験を有しており、経営
の意思決定における妥当性および適正性を確保するため
の助言を行うなど、取締役会の監督機能の強化および経
営の透明性確保に向けて適切な役割を担っていただける
ものと判断し、新たに社外取締役候補者として選任をお
願いするものであります。

なお、同氏は過去に社外役員としての立場以外で経営
に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社
外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断
しております。

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 青淵正幸氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等賠償責

任保険契約を締結しており、被保険者である取締役および監査役がその職務の執行に関
し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害について填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契
約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

4. 社外取締役候補者の独立性について
山田正人氏、髙木いづみ氏、青淵正幸氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定め
る社外取締役候補者であります。
なお、山田正人氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって６年となり、
髙木いづみ氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
当社は、山田正人氏および髙木いづみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て届け出ております。また、青淵正幸氏につきましても選任が承認された場合、独立役
員として届け出を行う予定であります。

5. 当社と社外取締役は会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とし
ております。本議案が承認された場合、当社と山田正人氏、髙木いづみ氏の２名との間
において同内容の責任限定契約を継続する予定であり、青淵正幸氏との間においても同
内容の責任限定契約を締結する予定であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役納谷全一郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

再任

納
な

谷
や

全一郎
ぜんいちろう

(1969年１月20日)

1998年４月 弁護士登録 舟辺・奥平法律事務所入所

0株

2010年１月 舟辺・奥平法律事務所パートナーに就任

2010年２月 あきつ総合法律事務所へ改称（現任）

2014年６月 当社監査役（現任）

2015年４月 第一東京弁護士会副会長

2024年４月 日本弁護士連合会常務理事

(重要な兼職の状況）

弁護士 あきつ総合法律事務所
【社外監査役候補者とした理由】

弁護士として法令についての専門的な知識および企業法務の

経験を有しており、客観的な立場から監査を行うことができ、

今後も監査機能の強化と透明性の確保に向けて適切な役割を担

っていただけることが見込まれることから、引き続き社外監査

役候補者としたものであります。なお、同氏は過去に社外役員

としての立場以外で経営に関与した経験はありませんが、上記

の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できる

ものと判断しております。

(注) 1. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 納谷全一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であり

ます。なお、納谷全一郎氏の当社社外監査役の就任期間は本総会終結の時をもって12年
となります。
当社は、納谷全一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。

3. 当社は、保険会社との間で取締役全員および監査役全員を被保険者とする役員等賠償責
任保険契約を締結しており、被保険者である取締役および監査役がその職務の執行に関
し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害について填補されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約
の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

4. 当社と監査役は会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としており
ます。本議案が承認された場合、当社と納谷全一郎氏との間において同内容の責任限定
契約を継続する予定であります。
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（ご参考）

本株主総会後の取締役および監査役の期待する役割

氏 名 企業経営
営業・
マーケテ
ィング

仕入・在庫
製造・技術・
研究開発

財務・会計
人事・
人材開発

法務・
リスク管理

取
締
役

北川 正樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石塚 洋 ○ ○ ○ ○ ○

小山 栄樹 ○ ○ ○ ○

神田 浩徳 ○ ○ ○

甲田 欣豊 ○ ○ ○

長谷川英樹 ○ ○ ○ ○

山田 正人 ○ ○ ○ ○ ○

髙木いづみ ○ ○ ○

青淵 正幸 ○ ○ ○ ○

監
査
役

塩﨑 康男 ○ ○ ○ ○ ○

井上 晴孝 ○ ○

納谷全一郎 ○ ○

※上記一覧表は選任議案が原案どおり承認可決頂いた場合の一覧表になります。また、各自の有するす
べての知見や経験を表するものではありません。
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株主提案 ＜第４号議案から第５号議案＞
第４号議案から第５号議案までは、株主様１名からの提案によるものでありま

す。なお、株主提案の内容（議案の要領）および提案の理由は、本定時株主総会
の議案の号数と議案名以外は原文のまま記載しております。

第４号議案 取締役１名選任の件
(１)提案の内容（議案の要領）
取締役として、森下 篤史を選任する。
(２)提案の理由（推薦の目的）
貴社の持続的成長には、実績に裏打ちされた強力な経営リーダーシップが不可
欠である。提案者は会社設立からわずか5年でジャスダック上場を果たし、10
年で売上100億円、20年で300億円、そして28年目となる今期は570億円を見込
むまでに成長させた実績を持つ。この卓越した経営手腕を活かし、貴社が持つ
高いポテンシャルと当社の新規開業支援ノウハウを融合させることで、停滞す
る業績を打破し、抜本的な売上アップと利益成長を実現できると確信する。取
締役として経営に参画し、成長戦略を再構築することが、貴社企業価値の最大
化に資すると判断し、選任を提案する。

(３)取締役会の意見
1.当社取締役会の意見
当社取締役会は「本議案に反対」いたします。

2.反対の理由
当社取締役会は、以下の理由から反対を表明いたします。
まず、「強力な経営リーダーシップが不可欠である」とする点について、当

社は、現経営陣のリーダーシップの下、業務用厨房機器と関連サービスの提供
を通じて、独自のブランド・特許技術・新製品開発を推進し、環境の変化に対
応した成長戦略を実行しており、これまで研修施設やテストキッチンの設置、
家庭用キッチン業界への参入、洗浄機器事業の強化、24時間365日のメンテナ
ンス体制の確立、SDGs対応商品の開発、子会社吸収合併によるアフターサービ
ス強化など、具体的な改革・成長施策を継続してきました。

また、「新規開業支援ノウハウの融合による企業価値最大化」とする点につ
いても、当社はスーパー・食品加工場・病院・老健施設等への営業強化、省人
化・効率化商品開発、補助金制度への主力商品登録など、独自の技術とサービ
スで新規開業支援を推進しています。

よって、株主様の提案にかかる「ノウハウを融合」については、当社の現行
方針・独自路線と必ずしも一致せず、現時点で新たに経営体制変更の必要性は
認められません。

当社は長期的な企業価値向上を目的としつつ、現取締役らは活発な議論を行
い、機動的な業務執行を行っており、本総会においてお諮りする予定の取締役
9名（9名中3名が社外取締役）は、その人選および規模において、上記の当社
の方針に則った会社運営を実現するうえで最適な体制であるものと思料しま
す。

以上の理由により、取締役選任株主提案による候補者を社外取締役として選
任する必要はなく、当社取締役会は、本議案につきましては反対いたします。
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第５号議案 定款一部変更の件
(１)議案の要領：現行の定款に以下の条文を新設する。
（株主優待） 第４８条：当社は、毎年3月31日現在の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主に対し、当社製品の導入店舗および協力店舗等で利用可能
な株主優待券を贈呈する制度を 設ける。本制度の詳細は取締役会において定
める。

(２)提案の理由：当社の成長には主要顧客である飲食店の繁盛が不可欠である。
本制度は株主還元を強化すると同時に、当社製品導入店舗で利用可能な食事券
を贈呈することで、直接的な「顧客支援」を実現するものである。 提案者の
実績では、同様の優待導入により、導入前約3,500人であった株主数が1年後に
は16,000人を超え、株価も約26％上昇した。株主が顧客店舗へ足を運ぶこと
は、当社が支える現場への理解を深めるだけでなく、顧客の売上増に直結し、
強固なパートナーシップを構築する。単なる配当とは異なり、事業成長への再
投資と株主層拡大を同時に成し遂げる「実利型IR」として、現在の停滞する株
価指標を是正し、当社・株主・顧客の三方に利益をもたらす最善の選択である
と確信する。

(３)取締役会の意見
1.当社取締役会の意見
当社取締役会は「本議案に反対」いたします。

2.反対の理由
定款一部変更の件（株主優待制度の設置）でございますが、当社の株主還元

につきましては、配当政策を基本とし、安定的かつ継続的な利益還元を行うこ
とが、最も公平かつ合理的であると考えております。

将来的な選択肢として、株主優待制度の導入自体を否定するものではござい
ませんが、取締役会の判断により柔軟かつ機動的に決定・運用すべきものであ
り、定款により一律に規定することは、柔軟かつ機動的な判断を行ううえで適
切でないと考えております。

また、提案されている優待内容は、当社製品導入店舗等における利用も想定
されておりますが、当社としての販売促進および顧客支援は、株主施策とは切
り離して実施すべきであり、株主優待制度は、株主の属性や保有状況によって
恩恵に差が生じる可能性があることから、必ずしも全株主の公平性を担保する
手法とは考えておりません。

以上の理由により、当社取締役会は、本議案につきましては反対いたしま
す。

以 上
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ＡＰ渋谷道玄坂
渋東シネタワー

株主総会会場ご案内図

日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

会 場 東京都渋谷区道玄坂二丁目６番17号

ＡＰ渋谷道玄坂 渋東シネタワー11階

電話 03（5428）6849

●交通のご案内
ＪＲ各線「渋谷駅」ハチ公改札口より徒歩約１分
東急各線、東京メトロ各線「渋谷駅」Ａ１出口直結
京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩約１分

●お願い
会場には駐車場はございませんので、お車でのご来場はご容赦賜わりたくお願い申しあげます。
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